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瑞穂市の行政改革推進事業の概要及び経緯について 

 

【１】瑞穂市行政改革推進委員会設置条例（平成１６年瑞穂市条例第２３号） 
 
① 所掌事務について 
（任務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じて、瑞穂市の行政改革の推進に関する重要
事項を調査及び審議する。 

 
② 組織について（条例第５条等より） 

 
瑞穂市行政改革推進委員会  ⇒ 会長、副会長、委員 （定員１０名以内） 

                 ※会議の定足数は過半数 

瑞穂市行政改革推進本部   ⇒ 副市長が本部長、教育長、部長級で構成 

 

瑞穂市行政改革推進本部部会 ⇒ 課長級で必要に応じて設置 

 

【２】市の行政改革の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年３月 

「地方公共団体における行政改革の

推進のための新たな指針」 

○国
平成１８年３月 

「瑞穂市第１次総合計画」 

○市

「集中改革プラン策定」の義務付け 「行政改革大綱策定」の位置付け 

平成１８年１０月「瑞穂市行政改革大綱」・「瑞穂市集中改革プラン」
推進期間 平成１８年度～平成２２年度 

平成２２年８月「第二次瑞穂市行政改革大綱」 
８項目２５の取り組み ／ 推進期間 平成２２年度～平成２７年度

「集中改革プラン策定」の義務付け期間は終了 

平成２２年６月～平成２５年３月 

「包括外部監査制度の導入」 

・補助金の見直し 
・公共施設の使用料等の見直し 

○市
平成２４年１０月～ 

「公共施設の使用料の改定」 
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  …行政改革の視点から「審議会等への委員としての参画」に関する審議会等

の改革について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   …総合計画の中での行政改革推進の位置付け、公共施設等の総合的かつ 

計画的な管理を推進するための計画（公共施設等総合管理計画）等の 
効率的・効果的な行政運営の目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２８年３月 

「瑞穂市第２次総合計画」 
「行政改革大綱策定」の位置付け 

○市○市
平成２８年３月 
「瑞穂市公共施設等総合管理計画」

平成２６年１２月１７日【諮問】 
瑞穂市第２次総合計画に係る行政改革推進プランについて 

平成２６年４月 

「公共施設等の総合的かつ計画的 

な管理の推進について」 

「公共施設等総合管理計画策定」の推進 

平成２７年１０月２８日【答申】 
瑞穂市第２次総合計画に係る行政改革推進プランについて 

平成２５年１１月２６日【諮問】 
「まちづくりに関する提言書（審議会等について）」にかかる審議会等の
改革について 

平成２６年４月１０日【答申】 
「まちづくりに関する提言書（審議会等について）」にかかる審議会等の
改革について 

平成２６年４月 

「審議会等の設置、運営等に関する要綱」及びガイドライン 

○市

公募委員・女性委員の３割目標の設定 

○国
平成２６年度～ 

第２次総合計画策定作業 

○市
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【３】行政改革事業の概略図及び懸案事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１次総合計画
H１８～２７ 

第一次 行政改革大綱
 H１８～２１ 

集中改革プラン 
H１８～２７ 

大綱実施計画 

H２２～２６ 

第二次 行政改革大綱
 H２２～２６ 

第２次総合計画
H２８～３７

第二次 行政改革大綱
 H２２～２７ 

１年延長 

大綱実施計画 

H２２～２７ 

１年延長

平成２８年度以降をどうする？

【実施計画】 
28～29 年度 
行政改革推進事業 ①平成２８年度の評価をどうするか？

②第三次行政改革大綱の策定方針

懸案事項 
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【４】平成２８年度の行政改革関係の検討経緯 
 

§１．これまでの経緯について 

 

Ｈ２８．８．１６ 第１回 行政改革推進本部 開催 

 【主な内容】 … 以下の点を方針とすることを確認しました。 

①平成２８年度の行政改革の取り扱い 

         … 第二次行政改革大綱を１年間延長し、平成２８年度までとする。 

        ②第三次行政改革大綱の策定について 

         … 平成２９年度からの５年間の計画とする。 

           上記に基づきスケジュールを確認（３月議会での議決要件） 

 

Ｈ２８．８～   平成２７年度の第二次行政改革大綱に基づく実績の集約 

          ⇒ 行政改革推進本部（第２回）及び行政改革推進委員会（第１回） 

           への報告 

 

Ｈ２８．１０～  第三次行政改革大綱案及び実績報告案についての意見・提案の集約 

… 第二次行政改革大綱に基づき作成した企画財政課案を元に、各所属

部署へ意見や提案を求めました。 

 

 ⇒ 行政改革推進本部（第２回）への報告 

 

Ｈ２８．１１．８ 第２回 行政改革推進本部 開催 

 【主な内容】 … 以下の点を方針としました。 

         第三次行政改革大綱及び年度別実績報告の素案について決定し、行政

改革推進委員会（第１回）に諮ることとしました。 

 

 

 

§２．今後の想定スケジュール 

 

平成２８年１２月２０日   第１回行政改革推進委員会 

               第三次行政改革大綱及び年度別実績の内容の審議 

平成２９年１月１０日～   パブリックコメント実施 

２月３日 

平成２９年１月下旬     第２回行政改革推進委員会（？） 

               第三次行政改革大綱及び年度別実績の内容の審議 

平成２９年２月上旬     第３(２)回行政改革推進委員会 

第三次行政改革大綱及び年度別実績の決定 ⇒ 答申 

平成２９年３月       第三次行政改革大綱の議決 
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参考： 
○瑞穂市議会基本条例 

(任意的議決事項) 

第 10 条 法（地方自治法）第 96 条第 2 項の規定による議会の議決すべき事件は、次の各号に

掲げるものとする。 

(1) 市行政全般に係る将来の目標を設定し、当該目標を達成するための施策、事業その他の手

法を総合的かつ体系的に示した計画 

(2) 前号に掲げるもののほか、市行政の基本的な施策に係る計画(法令又は条例に定めのある

ものを除く。) 

2  市長等は、前項に掲げる計画(計画の期間が 5 年以上のものに限る。)を策定し、又は変更し

ようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更は除くも

のとする。 

 

○地方自治法 

第 96 条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

(1)から(15)まで 略 

2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事

件(略)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 

 


